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この計画は、国土利用計画法第 2 条に示された国土利用の基本理念

に即して、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、健康で

文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを目的とし

て、同法第 8 条の規定により、朝日村の区域における国土（以下「村土」

という。）の利用に関する基本的事項についての計画（以下「朝日村計画」

という。）であり、村土の利用に関する行政上の基本的な指針となるもの

です。

策定に当たっては、同法第 5 条により定められた全国計画、第 7 条の

規定により定められた長野県計画を基本とし、朝日村第 5 次総合計画

の基本構想（以下「基本構想」という。）を踏まえ、平成 37 年を目標年

次として、朝日村の望ましい村土利用のあり方を示すものです。

なお、朝日村計画は、長野県計画の改訂、本村の基本構想の改訂、社

会情勢の変化などにより、必要に応じて見直しを行うものとします。
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